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【資料１】



物価高騰に係る国の支援
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた

生活者や事業者に対する支援を一層強化するため、令和
４年度に創設された新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支
援地方交付金」について、支援を強化するため増額（7000
億円）することが、令和５年３月22日の第８回物価・賃金・
生活総合対策本部で示されました。
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一方、農水省からは、令和５年３月２８日付けで、物価高
克服に向けた追加策としての予備費使用が閣議決定され、
令和４年度第２次補正予算で措置された農業水利施設の
省エネルギー化推進対策を令和５年９月まで実施すること
が示されました。
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（R5.3.22付け内閣府地方創生推進室発出事務連絡より抜粋）
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（R5.3.22付け内閣府地方創生推進室発出事務連絡より抜粋）
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（R5.4.4付け農林水産省農村振興局整備部水資源課施設保全管理室課長補佐発出事務連絡より抜粋）
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県では、依然として続くエネルギーや食料品価格等の物価高騰
の影響を受けている生活者や事業者に対し、速やかに更なる支
援を行うため、「農業水利施設省エネルギー化推進対策支援事
業」及び「農業水利施設物価高騰対策支援事業」について５月臨
時議会で補正予算を編成しました。

１ 農業水利施設省エネルギー化推進対策支援事業

予算額 1億25百万円

２ 農業水利施設物価高騰対策支援事業

予算額 2億17百万円

物価高騰に係る県の支援
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「農業水利施設省エネルギー化推進対策支援事業」
の概要

１ 目 的

省エネルギー化等に取組む市町村及び土地改良区に対し、農業水利施設に要する

電力料金の増高分の一部を補助することにより、農業水利施設の省エネルギー化及び

コスト削減を図る。

２ 対象施設

次のいずれかの農業水利施設のうち、省エネルギー化推進計画に基づき省エネル

ギー化を図る農業水利施設とする。

ア 水利施設管理強化事業一般型又は特別型の対象施設

イ 直近12か月の施設の管理に要する費用（操作運転費、点検整備費、施設管理費、

施設運営費、調査業務費、諸油脂費及び電力料をいう。以下同じ。）及び整備補修

に要する費用に占める諸油脂費及び電力料の割合が25％以上であった施設管理者

が管理する農業水利施設
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３ 対象期間 令和５年４月分から令和５年９月分まで

４ 対象経費

対象期間におけるR4年からR5年の価格高騰分

補助金額の算定は、次のとおり行う。

補助金額＝エネルギー料金の高騰分×０．７

エネルギー料金の高騰分=令和５年度のエネルギー料金－令和４年度のエネルギー料金

－従来補助金額

令和４年度のエネルギー料金=令和５年度のエネルギー料金÷高騰率

※エネルギー料金とは、諸油脂費及び電力料をいう。

※高騰率は統計調査等により別途国から通知されるものとする。

５ 補助率 70％（上記のとおり算出）
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「農業水利施設物価高騰対策支援事業」
の概要

１ 目 的

燃料価格高騰により電力料金等が値上がりし、農業経営を圧迫していることから、

土地改良区等に対し、農業水利施設に要する電力料金等の増高分の一部を補助する

ことにより、営農の継続と産地の維持、農産物の安定供給を図る。

２ 対象施設

（１）県営土地改良事業または県の補助を受けて造成した農業水利施設のうち、土地改

良区等が管理している揚水機場、排水機場及び用排水兼用機場

（２）基幹水利施設管理事業及び県単土地改良施設管理事業の対象施設のうち、揚水

機場、排水機場及び用排水兼用機場

（３）水利施設管理強化事業（旧：国営造成施設管理体制促進事業）の対象施設のうち、

揚水機場、排水機場及び用排水兼用機場
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３ 対象期間 令和５年４月分から令和５年９月分まで

４ 対象経費

（１）県営土地改良事業または県の補助を受けて造成した機場

電力料金及び諸油脂費のうち、R3年からの価格高騰分

（２）基幹水利施設管理事業及び県単土地改良施設管理事業の対象機場

電力料金及び諸油脂費のうち、R3年からの価格高騰分のうち土地改良区

負担金相当分

（３）水利施設管理強化事業の対象機場

・補助対象費用（0.6/1.6）に係る、電力料金及び諸油脂費のうち、R3年からの

価格高騰分のうち土地改良区負担金相当分

・補助対象外費用(1.0/1.6)に係る、電力料金及び諸油脂費のうち、R3年からの

価格高騰分のうち

※R4年からR5年の高騰分は、「農業水利施設省エネルギー化推進対策

支援事業」の対象とならない場合に限り対象とする。

５ 補助率 50％以内 （予算の範囲内で知事が定める率）



「R5年度の高騰分」の考え方とは？

電力料等高騰分に対する補助のイメージ①
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※ ②⇒農業水利施設物価高騰対策支援事業(補助率50％)で支援
③⇒農業水利施設省エネルギー化推進対策支援事業(補助率70％) 

または 農業水利施設物価高騰対策支援事業(補助率50％)で支援

③R4年からR5年にかけて価格が高騰
したことによる電力料金（油脂費）高騰分

①R3年の価格による電力料金（油脂費）

②R3年からR4年にかけて価格が高騰
したことによる電力料金（油脂費）高騰分

R5年度電力料金（油脂費）

R５年 ４月 ～ ９月

補助対象 ※

補助対象外

R
5
年
度
の
高
騰
分
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電力料等高騰について

令和３年度

基本料金 440.00円

電力量料金
(その他季) 12.20円

燃料費調整単価
(４月) -4.17円

8.03円

令和４年度

基本料金 440.00円

電力量料金
(その他季) 12.20円

燃料費調整単価
(４月) 2.20円

14.40円

令和５年度

基本料金 538.37円

電力量料金
(その他季) 18.50円

燃料費等調整単価
(４月) 0.90円

19.40円
6.37円増 5.00円増

98.37円増

(例)高圧の場合の単価の推移

農業水利施設物価高騰対策支援
事業により、高騰分の一部を補助

農業水利施設省エネルギー化推進対策
支援事業により、高騰分の一部を補助
（※上記事業が対象外の場合は、農業水利施設

物価高騰対策支援事業により補助。）

※再生可能エネルギー発電促進賦課金の増高分は対象外のため記載なし
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電気料金の推移（グラフ）

・実際に支払う単価＝オレンジのグラフ

国の電気・ガス価格激変緩和
対策による値引き開始

電力量料金の再値上げ

(例)低圧の場合(基本料金を除く)

電力量料金の値上げ
(燃料費等調整単価は減額)

燃料費等調整単価は、
令和５年度に入ってから
徐々に下がり傾向。

平均:
12.21円

平均:
19.29円

平均:
13.57円

・平均は、４月から８月の電力量料金・燃料費等調整単価・再生可能エネルギー発電促進
賦課金の料金における平均。
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電気料金の推移（グラフ）

・実際に支払う単価＝オレンジのグラフ

国の電気・ガス価格激変緩和
対策による値引き開始

(例)高圧の場合(基本料金を除く)

電力量料金の値上げ
(燃料費等調整単価は減額)

燃料費等調整単価は、
令和５年３月から徐々に
下がり傾向。

平均:
12.41円

平均:
19.26円

平均:
17.56円

・平均は、４月から８月の電力量料金・燃料費等調整単価・再生可能エネルギー発電促進
賦課金の料金における平均。
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電気料金の推移（グラフ）

（※特別高圧は、国の電気・ガス価格激変緩和対策の対象外）

(例)特別高圧の場合(基本料金を除く)

電力量料金の値上げ
(燃料費等調整単価は減額)

燃料費等調整単価は、
令和５年３月から徐々に
下がり傾向。

平均:
12.29円

平均:
19.04円

平均:
20.79円

・平均は、４月から８月の電力量料金・燃料費等調整単価・再生可能エネルギー発電促進
賦課金の料金における平均。



国から示されている高騰率

電力料の高騰率
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R3の料金を1,000とした場合の料金の推移

低圧 高圧 特別高圧 低圧 高圧 特別高圧

R3の料金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

R4の料金 1,000 1,000 1,000 1,597 1,721 1,721

R3→R4の高騰額 0 0 0 597 721 721

R5の料金 1,037 1,224 1,102 1,116 2,170 2,572

R4→R5の高騰額
（暫定）

37 224 102 -481 449 851

基本料金 電力料金及び燃料費調整額

低圧 高圧 特別高圧 低圧 高圧 特別高圧

R3→R4の高騰率 1.000 1.000 1.000 1.597 1.721 1.721

R4→R5の高騰率
（暫定）

1.037 1.224 1.102 0.699 1.261 1.495

基本料金 電力料金及び燃料費調整額

※R4→R5の高騰率は令和5年4月に示された暫定版であり、今後正式な高騰率が示される予定です。



農業水利施設省エネルギー化
推進対策支援事業活用の場合

電力料等高騰分に対する補助のイメージ②
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農業水利物価高騰対策支援
事業のみ活用の場合

農業者負担（３割）

農業者負担（５割）

（７割補助）

（５割補助）

農業者負担（５割）

農業水利施設物価高騰対策支援事業

　　 （５割補助）

農業水利施設物価高騰
対策支援事業

農業水利施設省エネルギー化
推進対策支援事業

R５年　４月 　 ～　　９月

（
R
4
か
ら
R
5
の

価
格
増
額
に
よ
る
高
騰
分
）

（
R
5
年
度
の
高
騰
分
）

（
R
3
か
ら
R
4
の

価
格
増
額
に
よ
る
高
騰
分
）



２事業の対照表
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事業名 農業水利施設省エネルギー化
推進対策支援事業

農業水利施設物価高騰対策
支援事業

活用する
国の事業

(交付金)

農水省所管事業
水利施設管理強化事業
（省エネルギー化推進型）

新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金

「電力・ガス・食料品等価格高
騰重点支援地方交付金」

事業主体 市町村 及び 土地改良区
（水利組合が管理する施設も実施
可能だが、事業主体にはなれない
ため、関係する市町村又は土地改
良区の計画に含めて実施する必要
がある。）

土地改良区等
（水利組合も可）

対象施設 ・水利施設管理強化事業の対
象施設

・維持管理費に占める油脂費
及び電力料の割合が25％以上
の施設管理者が管理する施設
※上記のうち、省エネルギー化

推進計画に基づき省エネル
ギー化を図る施設

・県営土地改良事業または県
の補助を受けて造成した農業
水利施設のうち、土地改良区
等が管理している機場

・基幹水利施設管理事業、水
利施設管理強化事業、県単土
地改良施設管理事業の対象施
設のうち、機場
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事業名 農業水利施設省エネルギー化
推進対策支援事業

農業水利施設物価高騰対策
支援事業

対象経費 R5年4月から9月までにおける、
R4年からR5年の価格増額によ
る高騰分

①R5年4月から9月までに
おける、R3年からR4年の価格
増額による高騰分

②農業水利施設省エネルギー
化推進対策支援事業の対象
外の施設に対して、R5年4月
から9月までにおける、R4年
からR5年の価格増額による
高騰分

補助率 70％ 50％以内（予算の範囲内）

２事業の対照表



今後のスケジュール（想定）
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農業水利施設省エネルギー化
推進対策支援事業

農業水利施設物価高騰対策
支援事業

5/16 県補正予算成立

5/31 ・第1回要望量調査

7月 ・第2回要望量調査

9月 （電気料金の正式な高騰率の通知）

9月 ・第1回,第2回要望量調査の精査
・第3回要望量調査

10月
以降

・補助金交付申請
・補助金交付決定
・補助金交付

10月
～11月

・要望量調査（11/15締切）

12月 （諸油脂費の正式な高騰率の通知）
・補助金額の精査、追加交付又は返金の調整

1月 ・補助金額の内示
・補助金交付申請(兼)請求

2月 ・補助金交付予定

※上記スケジュールは想定であり、今後変更となる可能性があります。
（特に、農業水利施設省エネルギー化推進対策支援事業は国の動きに応じてスケジュールが

変更になる可能性があります。）


